
固定資産税・軽自動車税の納付について
　5月は固定資産税第一期、軽自動車税の納期です。今月上旬に令和8年度納税通知書を発送しますので、
納期限（6月1日（月））までに納付してください。振替納税にしている方は、納期限の前日までに預貯金の残
高をご確認ください。なお、納税通知書がお手元に届かない場合は、役場税務課までご連絡ください。
●重複納付にご注意ください！
　固定資産税を全期分納付書で納付された方は、第一期から第四期までの納付書（4枚）により重複で納付し
ないよう、お気をつけください。
　なお、固定資産税の前納報奨金は、今年度より廃止となりましたので、ご了承ください。
問合せ先　役場　税務課　固定資産税　内線160・178　軽自動車税　内線175・176

国民健康保険税の税率等を改定します
　国民健康保険の安定的な財政運営を図るため、令和８年度の税率等を改定することになり
ました。
　また、新たに４月分から子ども・子育て支援制度の財源となる「子ども・子育て支援納付
金」を国民健康保険税に含めてご負担いただくことになります。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
　また、決定した保険税額については、７月に通知書を送付します。
◉税率（額）および賦課限度額を変更します。

自動車税の納付をお忘れなく
　6月1日（月）は自動車税の納期限です。
　4月1日現在で自動車をお持ちの方に対し、4月30日（木）に県税事務所から納税通知書が発送されるので、
お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。（納付場所は、納税通知書の裏
面を確認してください。）
　また、パソコンやスマートフォンなどを利用して、クレジットカード（決済手数料がかかります。）
やインターネットバンキング、スマートフォン決済アプリでも納付できます。
問合せ先　西尾張県税事務所　☎0586（45）3170

▲県HP

▲詳細は町HP

行政相談出前講座 in 大治中学校行政相談出前講座 in 大治中学校

問合せ先　役場　保険医療課　内線144

区　分

所得割

均等割
（1人当たり）

平等割
（1世帯当たり）

賦課限度額

子ども・子育て
支援納付金分医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

（40～64歳）
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 新設

7.2％

27,100円

22,100円

660,000円

7.35%

28,500円

21,700円

670,000円

2.5％

8,200円

6,000円

260,000円

2.59%

9,500円

6,500円

260,000円

2.0%

10,900円

5,600円

170,000円

2.12%

10,900円

5,600円

170,000円

0.29％

800円

30,000円

1,300円
（18歳以上）

　2月13日(金)、中部管区行政評価局職員と行政相談委員らによって、
大治中学校で「行政相談」を広めるための講演が行われました。
　行政相談とは住民の困り事や自治体への要望を聞き解決することを
目指すものです。講演では、本町での実例を交えながら、行政相談を身
近に感じてもらえるよう呼びかけました。
　本町では、毎月第2火曜日午後1時～3時に役場で行政相談を実施し
ています。予約不要ですので、お気軽にご相談ください。
問合せ先　役場　総務課　内線125・150

大 雨 か ら 守 ろ う 大 切 な 町
●特定都市河川浸水被害対策法に基づく取り組み
❶流域水害対策計画の策定　
県と市町、河川と下水道が共同して、総合的な浸水被害対策を推進する計画を策定し、
事業を行います。
❷都市洪水想定区域および都市浸水想定区域の指定
　河川の氾濫や浸水が想定される区域を指定し円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。
●ビジュアルボードフェアのご案内
　総合治水を皆さんに理解していただくために、写真などのパネル展示を行います。
　と　き　7月10日（金）～16日（木）※休館日を除く　
　ところ　スポーツセンター　問合せ先　役場　都市整備課　内線164

▲詳細は総合治水HP

●行政相談委員
　 鹿野 泰子（砂子）　☎（444）2916
　安井 兼光（堀之内）　  ☎（444）4871

はじ か　の　やす こ

やす い   かねみつ
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